
◎
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
七
日
法
律
第
一
一
八
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
一
〇
月
三
〇
日
・
衆
議
院
消
費
者
問

題
に
関
す
る
特
別
委
員
会

）

○
有
村
国
務
大
臣

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
概
要
を
御
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。

広
告
や
商
品
等
の
表
示
は
、
消
費
者
が
自
主
的
か
つ
合
理
的
に
商
品
や

役
務
を
選
択
す
る
上
で
不
可
欠
な
情
報
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
食
品
表

示
等
の
不
正
事
案
を
初
め
、
不
当
表
示
に
よ
っ
て
消
費
者
を
誘
引
す
る
事

案
の
発
生
が
後
を
絶
た
な
い
状
況
に
あ
り
、
不
当
表
示
を
防
止
す
る
た

め
、
抑
止
力
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

第
百
八
十
六
回
国
会
で
成
立
し
た
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
に
お
い
て
も
、
国
及
び
都
道
府
県
の
不

当
表
示
等
に
対
す
る
監
視
指
導
体
制
を
強
化
し
、
事
業
者
に
表
示
等
に
係

る
適
切
な
管
理
体
制
の
整
備
を
義
務
づ
け
る
と
と
も
に
、
同
法
第
四
条
に

お
い
て
、
政
府
は
、「
施
行
後
一
年
以
内
に
、
課
徴
金
に
係
る
制
度
の
整

備
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。」
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
不
当
表
示
規
制
の
抑
止
力
を
強
化
す
る
た

め
、
不
当
表
示
を
し
た
事
業
者
に
課
徴
金
を
課
す
制
度
を
導
入
す
る
と
と

も
に
、
あ
わ
せ
て
一
般
消
費
者
の
被
害
の
回
復
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、

返
金
措
置
を
実
施
し
た
事
業
者
に
対
す
る
課
徴
金
の
額
の
減
額
等
の
措
置

を
講
ず
る
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
事
業
者
が
不
当
な
表
示
を
行
っ
た
場
合

に
、
当
該
表
示
に
係
る
商
品
ま
た
は
役
務
の
売
上
額
に
百
分
の
三
を
乗
じ

て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
の
課
徴
金
を
国
庫
に
納
付
す
る
こ
と
を
命
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

第
二
に
、
事
業
者
が
、
不
当
な
表
示
に
係
る
商
品
ま
た
は
役
務
の
取
引

に
つ
い
て
の
返
金
措
置
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認

定
を
受
け
、
そ
の
計
画
を
期
限
内
に
実
行
し
た
場
合
に
、
実
施
し
た
返
金

措
置
に
お
け
る
返
金
合
計
額
を
課
徴
金
の
額
か
ら
減
額
す
る
も
の
と
し
、

返
金
合
計
額
が
課
徴
金
の
額
を
上
回
る
等
の
場
合
に
は
課
徴
金
の
納
付
を

命
じ
な
い
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
改
正
は
、
一
部
の
附
則
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
五



算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
概
要
で
ご
ざ
い
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
長
報
告

（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
一
日
）

○
鴨
下
一
郎
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結

果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
第
百
八
十
六
回
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た
景
品
表
示
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
に
お
い
て
、
景
品
表
示
法
へ
の
課
徴
金
制
度

の
導
入
に
つ
い
て
の
検
討
規
定
を
踏
ま
え
、
不
当
表
示
規
制
の
抑
止
力
を

強
化
す
る
た
め
、
不
当
表
示
を
し
た
事
業
者
に
課
徴
金
を
課
す
制
度
を
導

入
す
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
一
般
消
費
者
の
被
害
の
回
復
を
促
進
す
る

観
点
か
ら
返
金
措
置
を
実
施
し
た
事
業
者
に
対
す
る
課
徴
金
の
額
の
減
額

等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
事
業
者
が
不
当
な
表
示
を
行
っ
た
場
合

に
、
当
該
表
示
に
係
る
商
品
ま
た
は
役
務
の
売
上
額
に
百
分
の
三
を
乗
じ

て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
の
課
徴
金
を
国
庫
に
納
付
す
る
こ
と
を
命
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

第
二
に
、
事
業
者
が
不
当
な
表
示
に
係
る
商
品
ま
た
は
役
務
の
取
引
に

つ
い
て
、
一
般
消
費
者
で
あ
っ
て
特
定
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
返
金
措
置

に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
、
そ
の
計
画

を
期
限
内
に
実
行
し
た
場
合
に
、
実
施
し
た
返
金
措
置
に
お
け
る
返
金
合

計
額
を
課
徴
金
の
額
か
ら
減
額
す
る
も
の
と
し
、
返
金
合
計
額
が
課
徴
金

の
額
を
上
回
る
等
の
場
合
に
は
課
徴
金
の
納
付
を
命
じ
な
い
こ
と

等
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
十
月
二
十
九
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
三
十
日
有

村
国
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
十
一
月
六
日
及
び
昨
日

質
疑
を
行
い
ま
し
た
。
同
日
、
質
疑
終
局
後
、
直
ち
に
採
決
を
行
っ
た
結

果
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決

し
ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
〇
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一

不
当
表
示
の
抑
止
に
係
る
実
効
性
の
観
点
か
ら
、
本
法
の
施
行
状
況

に
つ
い
て
不
断
の
評
価
を
行
い
、
課
徴
金
額
の
算
定
率
や
規
模
基
準
の

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
六



設
定
等
に
つ
い
て
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

二

自
主
申
告
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
は
、
悪
質
な
事

業
者
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
申
告
が
適
正
な
も
の
で
あ
る

か
否
か
に
つ
い
て
厳
正
な
判
断
を
行
う
こ
と
。

三

返
金
措
置
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
は
、
返
金
の
合

計
額
が
課
徴
金
額
を
上
回
る
等
の
場
合
に
は
課
徴
金
の
納
付
を
命
じ
な

い
こ
と
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
運
用
を
公
平
公
正
な
も
の
と
す
る

こ
と
。

四

課
徴
金
制
度
の
運
用
に
必
要
と
な
る
人
員
の
適
正
な
配
置
を
行
い
、

十
分
な
予
算
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
と
も
密
接
な
連
携
を

と
り
な
が
ら
進
め
て
い
く
こ
と
。

五

広
告
・
表
示
の
適
正
化
に
向
け
た
事
業
者
団
体
や
消
費
者
団
体
等
に

よ
る
自
主
的
な
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
情
報
の
提
供
を
は
じ
め
、
財

政
的
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

六

不
当
表
示
等
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
事
業
活
動
を
過
度
に
萎
縮
さ
せ

る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
国
際
的
な
動
向
を
踏
ま
え
、
そ
の
基
準
の
明
確

化
と
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
問
合
せ
窓
口
の
設
置
な
ど
の
相
談

体
制
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
長
報
告

（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
九
日
）

○
佐
藤
ゆ
か
り
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果

を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
関
す
る
表
示

を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
、
不
当
な
表
示
に
よ
る
顧
客
の
誘
引
を
防
止
す
る

た
め
、
不
当
な
表
示
を
行
っ
た
事
業
者
に
対
す
る
課
徴
金
制
度
を
導
入
す

る
と
と
も
に
、
併
せ
て
課
徴
金
対
象
行
為
に
よ
る
一
般
消
費
者
の
被
害
の

回
復
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
返
金
措
置
を
実
施
し
た
事
業
者
に
対
す
る
課

徴
金
の
額
の
減
額
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
課
徴
金
額
の
算
定
の
基
礎
と
算
定
率
の
妥

当
性
、
消
費
者
被
害
回
復
の
た
め
の
返
金
措
置
の
在
り
方
、
景
品
表
示
法

に
係
る
執
行
体
制
の
強
化
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
七



○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
八
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
不
当
表
示
の
抑
止
に
係
る
実
効
性
の
観
点
か
ら
、
本
法
の
施
行
状
況

に
つ
い
て
不
断
の
評
価
を
行
い
、
課
徴
金
額
の
算
定
率
や
規
模
基
準
の

設
定
等
に
つ
い
て
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

二
、
自
主
申
告
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
は
、
悪
質
な
事

業
者
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
申
告
が
適
正
な
も
の
で
あ
る

か
否
か
に
つ
い
て
厳
正
な
判
断
を
行
う
こ
と
。

三
、
返
金
措
置
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額
を
行
う
制
度
は
、
そ
の
運
用
を

公
平
公
正
な
も
の
と
し
、
消
費
者
の
被
害
回
復
を
で
き
る
限
り
促
進
す

る
観
点
か
ら
、
既
に
実
施
さ
れ
て
い
る
自
主
的
な
返
金
措
置
の
実
態
を

踏
ま
え
、
事
業
者
に
と
っ
て
活
用
し
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
る

こ
と
。

四
、
課
徴
金
制
度
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
違
反
事
例
集
や
運
用
方
針
を

作
成
す
る
な
ど
に
よ
り
、
法
の
趣
旨
、
違
反
行
為
の
構
成
要
件
の
考
え

方
、
事
業
者
が
表
示
に
際
し
て
払
う
べ
き
注
意
事
項
、
課
徴
金
算
定
方

法
等
を
事
業
者
に
対
し
て
丁
寧
に
説
明
す
る
こ
と
。
ま
た
、
不
当
表
示

等
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
な
動
向
を
踏
ま
え
、
そ
の
基
準
の
明

確
化
と
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
問
合
せ
窓
口
の
設
置
な
ど
の
相

談
体
制
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
。

五
、
課
徴
金
制
度
の
導
入
に
伴
う
事
務
量
の
増
大
が
、
措
置
命
令
等
の
執

行
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
十
分
な
予
算
を
確
保
し
、
人

員
の
適
正
な
配
置
を
行
い
、
法
の
執
行
体
制
の
強
化
や
都
道
府
県
及
び

関
係
機
関
と
の
連
携
の
強
化
に
努
め
る
こ
と
。

六
、
事
業
者
団
体
や
消
費
者
団
体
等
に
よ
る
広
告
・
表
示
の
適
正
化
に
向

け
た
自
主
的
な
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
情
報
の
提
供
を
は
じ
め
、
財

政
的
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
消
費
者
被
害

の
防
止
や
回
復
の
た
め
に
行
う
普
及
啓
発
活
動
等
の
支
援
の
在
り
方
を

引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
。

七
、
全
て
の
不
当
表
示
を
行
政
機
関
の
み
で
監
視
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
こ
と
に
鑑
み
、
不
当
表
示
の
未
然
防
止
を
図
る
た
め
の
手
段
と
し

て
、
事
業
者
自
ら
が
表
示
の
自
主
ル
ー
ル
の
設
定
を
可
能
と
す
る
公
正

競
争
規
約
制
度
の
よ
り
一
層
の
普
及
を
促
進
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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八


